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注：「既に集落営農として経営」とは、18 年以前から、集落営農組織としての実態があった
組織のことであり、「前身組織ありで立ち上げ」とは、18 年以前から、機械利用組合、営
農組合、受託組織等何らかの組織的な取り組みが行われており、18 年以降、それを母体
として集落営農組織として立ち上げられた組織であり、「前身組織なしで立ち上げ」は、

これまで組織的な取り組みが行われていなかった地域で立ち上げられた組織のことであ

る。
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％
既に集落営農として経営 前身組織ありで立ち上げ 前身組織なしで立ち上げ

（参考） 調査対象集落営農組織の立ち上げ前の状態別にみた

地域農業、農業経営への効果


